
新潟県企業立地促進資金貸付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、工場等を新設若しくは増設する企業又は特定業務施設を整備する

事業者に対して必要な資金の一部を予算の範囲内で貸し付けることにより、企業立地

を促進し、安定的な雇用を増大することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 企業 

製造業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、ソフトウェア業、情報処

理・提供サービス業、自然科学研究所（日本標準産業分類（平成 25 年総務省告示

第 405 号）に掲げる定義による。）を営むもの、又は地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成 19 年法律第 40 号）第 13 条第１

項による地域経済牽事業引若しくは農村地域への産業の導入の促進等に関する法

律（昭和 46 年法律第 112 号）第５条第１項による産業の導入に関する実施計画に

基づいて企業立地を行うものをいう。 

(2) 工場等 

前号の事業に供される建築物をいう。 

 (3) 本社機能(特定業務施設) 

   地域再生法(平成 17年法律第 24号)第５条第４項第５号で規定する特定業務施設。 

   登記簿上の本店であるという形式的な判断ではなく、実際に本社機能を有してい

る業務施設(以下「特定業務施設」という。)をいう。 

(4) 新設 

県内に新たに用地を取得（借地を含む。）し、工場等を建設（借家を含む。）す

ることをいう。 

(5) 増設 

県内に工場等を有する企業が、当該工場等の立地する同一敷地内において、製造

等の能力を増加させるため、工場等を建設等により増やし、又は既存工場等内に新

たに付属施設及び機械設備等を増やすこと（付属施設及び機械設備等の更新、入替

に係るものを除く。）をいう。 

 (6) 地域再生計画 

   地域再生法に基づき、国の認定を得て県が策定する計画であり、地方活力向上地

域特定業務施設整備事業が記載されているもの。 

(7) 中小企業 

企業のうち、中小企業基本法第２条に規定する中小企業者をいう。 

(8) 新規雇用者数 

工場等の新設又は増設に伴い、当該工場等における事業開始後 12 月を経過する

日までに新たに雇用する常用労働者の数又は特定業務施設の整備に伴い、特定業務

施設整備計画終了の日までに当該特定業務施設において新たに増加する常用雇用

者の数をいう。 

(9) 常用労働者 

雇用保険の被保険者（高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働

被保険者を除く。）をいう。 

（貸付対象者） 

第３条 新潟県産業振興貸付基金条例（昭和 57 年新潟県条例第 40 号。以下「条例」と

いう。）第３条の規定に基づき、この要綱の規定により資金の貸し付けを受けること

ができる者は、条例第１条に規定する事業地内において工場等を新設若しくは増設す



る企業又は特定業務施設を整備する事業者であって、次の各号に掲げる要件のすべて

に該当するものとする。 

(1) 条例第３条に規定する発電用施設の周辺地域又はこれに隣接する市町村の区域に

住所を有する新規雇用者数が３人以上であること。 

 (2) 特定業務施設を整備する事業者にあっては、地方活力向上地域特定業務施設整備

計画について知事の認定を受けている又は受ける見込みであること。 

２ 条例第３条の規定によらず、この要綱の規定により資金の貸し付けを受けることが

できる者は、工場等を新設若しくは増設する企業又は特定業務施設を整備する事業者

であって、新規雇用者数が３人以上であること。 

（貸付対象資金） 

第４条 貸し付けの対象となる資金は、次の各号に掲げる資金とする。 

(1) 工場等又は特定業務施設の建設を行うための用地の取得及び造成（当該用地の取

得又は造成後１年以内に工場等又は特定業務施設の建設に着手するものに限る。）

に要する資金 

(2) 工場等の建設又は特定業務施設の整備に要する資金 

(3) 工場等又は特定業務施設の付属施設及び機械設備等に要する資金 

（貸付の条件） 

第５条 資金の貸し付けの条件は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 貸付額 

前条に規定する貸付対象資金の額に相当する額以内とする。ただし、限度額は５

億円（特に知事が必要と認めた場合は 10 億円）とし、貸付単位は 100 万円とする。 

(2) 償還期間及び貸付利率 

  償還期間５年以内(据置期間２年以内を含む。)  年利 1.10 パーセント 

  償還期間７年以内(据置期間２年以内を含む。)  年利 1.30 パーセント 

  償還期間 10 年以内(据置期間２年以内を含む。)  年利 1.50 パーセント 

  償還期間 15 年以内(据置期間２年以内を含む。)  年利 1.70 パーセント 

(3) 償還方法 

原則として元金均等月賦償還とする。 

(4) 資金の交付の時期 

取扱金融機関と金銭消費賃借契約締結後、県と取扱金融機関が協議して定める。 

(5) 担保及び保証人 

取扱金融機関の定めるところによる。 

（取扱金融機関） 

第６条 取扱金融機関は、次のとおりとする。 

県制度融資を取り扱う金融機関その他知事が必要と認める金融機関で、資金の取扱

いについて、県との協議が整った金融機関 

（原資の預託） 

第７条 知事は、第１条の目的を達成するため、取扱金融機関に対し原資を預託するも

のとする。 

２ 取扱金融機関は、預託額の２倍以上の額を協調融資するものとする。 

３ 第３条第１項に規定する貸付対象者に係る原資の預託金利は、無利子とする。 

４ 第３条第２項に規定する貸付対象者に係る原資の預託金利は、別に定める利率とす

る。 

（借入申込方法） 

第８条 資金の貸し付けを受けようとする者（以下「申込者」という。）は、借入を希

望する取扱金融機関と協議の上、新潟県企業立地計画認定申請書（別記第１号様式）



を知事に提出するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により提出された申請内容を審査し適当と認めたときは、申込

者に新潟県企業立地計画認定通知書（別記第２号様式）を交付するとともに、その旨

を取扱金融機関に通知するものとする。その場合においては、中小企業を優先して認

定するものとする。 

３ 前項の規定により認定通知を受けた者は、取扱金融機関の所定の手続きにより資金

の借入れを申し込むものとする。 

（貸付決定及び貸付実行報告） 

第９条 取扱金融機関は、資金の貸し付けについて、適当と認めた場合は貸付決定通知

書（別記第３号様式）によりその旨を知事に通知するものとし、不適当と認めた場合

は理由を付してその旨を知事に報告するものとする。 

２ 取扱金融機関は、資金を貸し付けた場合は、貸付実行報告書（別記第４号様式）に

よりその旨を知事に報告するものとする。 

（施設等の設置完了届及び事業開始報告） 

第 10 条 資金の貸し付けを受けた者は、貸付対象となった用地の取得若しくは造成、工

場等の建設若しくは特定業務施設の整備又は付属施設若しくは機械設備等の設置が完

了したときは、施設等設置完了届（別記第５号様式）を速やかに知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ 資金の貸し付けを受けた者は、貸付の対象となった工場等又は特定業務施設におい

て事業を開始したときは、事業開始報告書（別記第６号様式）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

３ 知事は、前項の事業開始報告書を受理したときは、資金の貸し付けを受けた者に対

して実地検査を行い、完了状況を確認するものとする。 

（計画変更等） 

第 11 条 第８条第２項の規定により認定通知を受けた者が、同条第１項の新潟県企業立

地計画認定申請書の計画内容等を縮小するときは、事前に知事の承認を得なければな

らない。 

（地位の承継の届出） 

第 12 条 資金の貸し付けを受けた者としての地位は、合併その他特別な理由がある場合

に限り承継することができる。 

２ 資金の貸し付けを受けた者としての地位を承継しようとする者は、あらかじめ承継

承認申請書（別記第７号様式）を知事に提出して承認を受けなければならない。 

（事業の休止等の届出） 

第 13 条 資金の貸し付けを受けた者は、貸付金の償還完了前に事業を休止し、又は廃止

したときは、遅滞なく、事業休止・廃止届（別記第８号様式）により、その旨を知事

に届け出て、その指示を受けなければならない。 

（繰上償還） 

第 14 条 知事は資金の貸し付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合にお

いて、貸付金の繰上償還の措置を講ずる必要があると認めたときは、その旨を取扱金

融機関に指示するとともに、預託金の繰上償還を求めるものとする。 

(1) 借入申込の際に提出された新潟県企業立地計画認定申請書に不実の記載があった

ことが判明したとき。 

(2) 貸付金を貸付対象資金以外に使用したとき。 

(3) 新規常用雇用者数が第３条第１項第１号又は同条第２項に該当しなかったとき。 

(4) 用地の取得及び造成に要する資金を借りながら、当該用地の取得又は造成後１年



以内に工場等又は特定業務施設の建設に着手しなかったとき。 

(5) 事業を休止し、又は廃止したとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、貸付の継続が不適当と認められる事実があったとき。 

２ 資金の貸し付けを受けた者は、必要に応じ、貸付金の繰上償還をすることができる

ものとし、この場合において知事は取扱金融機関に対し預託金の繰上償還を求めるも

のとする。 

３ 資金の貸し付けを受けた者は、前項の規定による繰上償還をしようとするときは、

繰上償還認定申請書（別記第９号様式）を取扱金融機関を経由の上、繰上償還をしよ

うとする日の 20 日前までに知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、前項の規定により提出された申請内容を審査し、適当と認めたときは、資

金の貸し付けを受けた者に対し繰上償還認定通知書（別記第１０号様式）により、取

扱金融機関を経由して通知するものとする。 

（その他） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に知事

が定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、昭和５８年１月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６１年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６２年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２年４月１日から施行し、改正後の第５条第２号の規定は、同日以

後に行う貸付けについて適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３年１１月１日から施行し、改正後の第５条第２号の規定は、同日

以後に行う貸付けについて適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から施行し、改正後の第５条第２号の規定は、同日以

後に行う貸付けについて適用する。 



   附 則 

 この要綱は、平成４年１１月１６日から施行し、改正後の第５条第２号の規定は、同

日以後に行う貸付けについて適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成５年４月１日から施行し、改正後の第５条第２号の規定は、同日以

後に行う貸付けについて適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成５年１２月１日から施行し、改正後の第５条第２号の規定は、同日

以後に行う貸付けについて適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成７年５月１０日から施行し、改正後の第５条第２号の規定は、同日

以後に行う貸付けについて適用する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成７年８月１１日から施行し、改正後の第５条第２号の規定は、同

日以後に行う貸付けについて適用する。 

２ 施行日以前に認定の通知又は貸付けを受けた者については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行し、改正後の第５条第２号の規定は、同日以

後に行う貸付けについて適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行し、改正後の第３条第１項第１号、同条第

２項及び第５条第１号の規定は同日以後に行う貸付けについて適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年７月３１日から施行し、改正後の第５条第２号の規定は、同

日以後に行う貸付けについて適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年６月１日から施行し、改正後の第３条第１項第１号、同条第

２項及び第５条第１号の規定は、同日以後に行う貸付けについて適用する。 

  

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月２０日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前に行われた融資については、なお、従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前に行われた融資については、なお、従前の例による。 

 



別記第１号様式 

年  月  日 

 

 新潟県知事          様 

 

住 所                    

氏名又は名称及び            

代表者の氏名               

 

新潟県企業立地計画認定申請書 

 

新潟県企業立地促進資金の貸付を受けたいので、新潟県企業立地促進資金貸付要綱第

８条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 借入希望金額                円 

２ 借入期間              年  月  日～    年  月  日 

３ 返済方法 

４ 借入希望金融機関名        銀行    支店 

５ 新設（増設）工場等又は特定業務施設の名称 

６ 工場等又は特定業務施設の設置予定地 

７ 工場等の生産品目及び生産能力 

８ 工場（若しくは機械設備等）等又は特定業務施設の建設（又は発注）期間 

着手(発注)予定年月日 
（用地取得（予定）年月日） 

完了予定年月日 

 

事業開始予定年月日 

 

年  月  日 年  月  日 年  月  日 

 

 既存工場等の 
 事業開始年月日 

  年  月  日
 

 ※本欄は既存工場等内に新たに付属施設及び 
  機械設備等を増設する場合のみ記入 

９  計画投下固定資産額 

土 地 建物及び付属設備 機械及び装置 その他 合 計 

     

10 工場等又は特定業務施設の新設（増設）計画 別紙のとおり 

11 この申請に係る連絡先 

    （住所、会社名、担当者及び電話番号） 



別紙 

 

工場等又は特定業務施設の新設（増設）計画書 

 

１ 設備計画 

 

種 別 

 

 

項目 

 

 

数 量 

 

金 額 

（円） 

資金区分 
（県貸付金、自己

資金の別） 

 

完了時期 

 

 

土  地 

 

 

土地代金     

整地費     

その他     

小 計     

 

建物及び 

 

付属設備 

 

工 場     

倉 庫     

事務所     

その他     

小 計     

機械及び 

装 置 

新設機械     

その他     

小 計     

合   計     

 

２ 雇用計画（常用雇用者数） 

 

区分 

 

事業開始後12月を経過する日までの人員計画 事業開始日に

おける予定人

員 

備 考 他の工場等か

らの移転 
新採用 小 計 

管理部門 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

 （     ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

製造部門 
 

（    ） 

 

（    ） 

      

  （     ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

その他 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

  （     ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

計 
 

（    ） 

 

（    ） 

 

  （     ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

注 発電用施設の周辺地域又はこれに隣接する市町村の区域からの雇用者は（ ）内に

内書きで記入すること。 

 



３ 資金計画 

金 融 機 関 金  額 備  考 

新潟県企業立地促進資金   

政府系金融機関   

その他の制度融資資金   

そ

の

他 

   

   

   

小  計   

自 己 資 金   

合   計   

注 備考欄には、融資対象施設を記入すること。 

 

４ 企業の概要 

（資本金又は出資の額、支社、既設工場等及び事業所の名称、所在地、生産品目、 

生産能力、従業員数等） 

 

 

 

 

５ 新設（増設）工場等に関する生産、販売計画及び事業収支見込み 

 

 

 

 

 

 

６ 添付書類 

(1) 新設（増設）工場等又は特定業務施設の位置図及び配置図 

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本 

(3) 決算書（最終決算年度） 

(4) 工場等又は特定業務施設の新設（増設）に要する経費の見積書（土地については、

売買契約書等） 

(5) その他 

 



別記第２号様式 

産立第      号 

   年  月  日 

 

              様 

 

新潟県知事                     

 

 

新潟県企業立地計画認定通知書 

 

年   月    日付けで申請の企業立地計画について、新潟県企業立地促進資金貸付

要綱に適合すると認定したので通知します。 

なお、取扱金融機関所定の手続により借入れを行ってください。 

 

記 

 

１ 貸付認定額                   円 

 

２ 貸付対象資金 

 

３ 貸付条件等 

新潟県企業立地促進資金貸付要綱及び取扱金融機関所定の扱いによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第３号様式 

  年  月  日 

 

新潟県知事          様 

 

金融機関の名称           

               代表者の氏名           

 

貸 付 決 定 通 知 書 

 

     年  月  日付け産立第   号で認定を受けた企業立地計画に係る資金

について、下記のとおり貸付決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 貸付先   所在地 

企業名 

２ 貸付決定額          円 

 

３ 貸付期間       年  月  日から 

    年  月  日まで 

（うち据置    年  月  日まで） 

４ 償還方法 

 



別記第４号様式 

  年  月  日 

 

新潟県知事          様 

 

金融機関の名称           

代表者の氏名            

 

貸 付 実 行 報 告 書 

 

新潟県企業立地促進資金を下記のとおり貸し付けましたので報告します。 

 

記 

 

１ 貸付先   所在地 

企業名 

２ 貸付決定額          円 

 

３ 貸付契約締結日      年  月  日 

 

４ 貸付期間       年  月  日から 

    年  月  日まで 

（うち据置    年  月  日まで） 

 

５ 添付書類 

償還表 

 



別記第５号様式 

 

年  月  日 

 

 新潟県知事          様 

 

住 所                    

氏名又は名称及び            

           代表者の氏名             

 

新潟県企業立地促進資金に係る施設等設置完了届 

 

    年  月  日付け産立第    号で認定を受けた企業立地計画に係る資

金の貸付対象となった施設等の設置が完了したので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 設置場所 

 

２ 工場等建設又は特定業務施設整備完了（予定）年月日 

 

３ 事業開始（予定）年月日 

 



４ 貸付対象施設等の設備投資額 

 

種 別 

 

 

項目 

 

 

数 量 

 

金 額 

（円） 

資金区分 
（県貸付金、自己

資金の別） 

 

完了時期 

 

 

土  地 

 

 

土地代金     

整地費     

その他     

小 計     

 

建物及び 

 

付属設備 

 

工 場     

倉 庫     

事務所     

その他     

小 計     

機械及び 

装 置 

新設機械     

その他     

小 計     

合   計     

 

 

５ 添付書類 

(1) 貸付対象施設等の配置図 

(2) 貸付対象施設等が土地又は建物の場合にあっては、登記簿謄本 

(3) 貸付対象施設等に係る契約書（見積書）、領収書の写し 

 



別記第６号様式 

 

年  月  日 

 

新潟県知事          様 

 

住 所                    

氏名又は名称及び            

代表者の氏名              

 

 

新潟県企業立地促進資金に係る事業開始報告書 

 

    年  月  日付け産立第    号で認定を受けた企業立地計画に係る資

金の貸付対象となった工場等において事業を開始したので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 設置場所 

 

２ 工場等建設又は特定業務施設整備完了年月日 

 

３ 事業開始年月日 

 



４ 雇用実績（常用雇用者数） 

    年  月  日現在 

区分 他の工場等又は事業所から

の移転者数 

新規雇用者数 計 

男性 
 

 

 

（       ） 

 

（       ） 

女性 
 

 

 

（       ） 

 

（       ） 

計 
 

 

 

（       ） 

 

（       ） 

注 発電用施設の周辺地域又はこれに隣接する市町村の区域からの雇用者は 

（ ）内に内書きで記入すること。 

 

５ 生産品目、生産能力 

 

 

６ 今後の雇用計画 

 

 

７ 添付書類 

新規常用雇用者の一覧表（別紙のとおり） 

 



別紙 

新規常用雇用者の一覧表 

企業名           

    年  月  日現在 

 

整理 

番号 

氏  名 住     所 採用年月日 雇用保険 

被保険者番号 

     

 

 



 別記第７号様式 

 

年  月  日 

 

新潟県知事          様 

 

住 所                    

氏名又は名称及び            

           代表者の氏名             

 

 

承 継 承 認 申 請 書 

 

    年  月  日付け産立第    号で認定を受けた企業立地計画に係る貸

付金の貸付けを受けた者としての地位を承継したいので、申請します。 

 

記 

 

１ 被承継企業 

住  所 

氏名又は名称及び 

代表者の氏名 

２ 工場等又は特定業務施設の名称 

３ 工場等又は特定業務施設の所在地 

４ 工場等又は特定業務施設における事業開始（予定）年月日 

５ 承継を必要とする理由 

 

 

 

６ 承継の予定年月日 

 

 



 別記第８号様式 

 

年  月  日 

 

新潟県知事          様 

 

住 所                    

氏名又は名称及び            

代表者の氏名              

 

 

事 業 休 止 ・ 廃 止 届 

 

 

    年  月  日付け産立第    号で認定を受けた企業立地計画に係る資

金の貸付対象となった工場等又は特定業務施設における事業を休止・廃止したので、届

け出ます。 

 

記 

 

１ 工場等又は特定業務施設の名称    

２ 工場等又は特定業務施設の所在地   

３ 事業開始年月日      年  月  日 

４ 事業休止・廃止年月日     年  月  日 

５ 事業休止・廃止の理由 

 

 

６ 事業を廃止した場合は、廃止後の工場跡地の利用方法及び従業員の処遇 

 

７ 事業を休止した場合は、事業再開予定年月日      年  月  日 

 



別記第９号様式 

（取扱金融機関経由） 

    年  月  日 

 

新潟県知事          様 

 

住 所                    

氏名又は名称及び            

代表者の氏名              

 

 

繰 上 償 還 認 定 申 請 書 

 

    年  月  日付け産立第    号で認定を受けた企業立地計画に係る貸

付金を下記のとおり繰上償還したいので申請します。 

 

記 

１ 借入年月日      年   月   日 

２ 当初借入額              円 

３ 現在残高              円 

４ 繰上償還額              円 

５ 繰上償還期日      年   月   日 

６ 繰上償還の理由 

 

 



別記第 10 号様式 

（取扱金融機関経由） 

産立第       号 

    年  月  日 

             様 

 

新潟県知事            

 

 

繰 上 償 還 認 定 通 知 書 

 

    年  月  日付けで申請のあった繰上償還について適当と認定したので通

知します。 

なお、取扱金融機関所定の手続により償還を行ってください。 

 

記 

１ 繰上償還認定額              円 

２ 繰上償還期日       年   月   日 

 


